
（７）令和2年度 地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充てた社会保障施策に要する経費

(歳入) ・地方消費税交付金(社会保障財源化分) 335,426 千円

(歳出) ・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 2,420,321 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費】

国県
支出金

地方債 その他
地方消費税交付
金(社会保障財源

化分)
その他

3.老人福祉費 624,077 2,761 11,441 86,489 523,386

7.障害者対策費 956,103 726,378 10,764 132,504 86,457

8.介護保険対策費 442,137 11,500 61,275 369,362

2.児童福祉費 6.一般保育所費 398,004 4,285 26,803 55,158 311,758

2,420,321 733,424 0 60,508 335,426 1,290,963合                計

※ 本表は、「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」(平成26年1月24日付総税都第2号)に基づき
作成するものであり、消費費税引上げ分について、社会保障政策に要する経費へ充当していることを明示するものである。

款 項 目 事業費

3.民生費
1.社会福祉費

地方消費税交付金 602,583千円のうち

(単位:千円)

財源内訳

特定財源 一般財源


